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（趣旨） 

第１条 この規程は、前橋工科大学学則（平成２５年規則第２号）第５３条及び前橋

工科大学大学院学則（平成２５年規則第３号）第５１条の規定により、学生を表彰

する場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （表彰の対象者） 

第２条 表彰の対象者は、次の各号のいずれかに該当する学生とする。 

 (1) 学術研究活動、課外活動において特に顕著な成果を挙げた学生 

  ア 国際的又は全国的規模の学会、競技会、展覧会、公演会その他これらに類す

るもの（以下「学会等」という。）に出場し、出展し、出演等をし、優秀な成績

を収めた場合 

  イ その他これらに準ずる学会又は競技会等に出場、出展、出演等をし、特に高

い評価を収めた場合 

 (2) 社会活動において特に顕著な功績があった学生 

  ア ボランティア活動等において顕著な活動が認められ、公共団体等から表彰を

受けた場合 

  イ 人命救助、犯罪防止、災害防止等により国内外の公的機関等から表彰を受け

た場合 

 (3) 分野横断型シンポジウムにおいて優秀な発表を行った学生 

 (4) 前各号に掲げる学生と同等以上の表彰に値する行為があった学生 

（表彰候補者の推薦） 

第３条 本学の教職員は、前条各号のいずれかに該当する学生について、当該学生が学

部生の場合は学群長、大学院生であって博士前期課程のものにあってはコース主

任、大学院生であって博士後期課程のものにあっては専攻主任に対し、その者を表

彰選考候補者として、推薦することができる。 

２ 学群長、コース主任又は専攻主任は、前項の規定により推薦された表彰選考候補

者について、学群会議、コース会議又は専攻会議において、選考した上で、表彰者

としてふさわしいと認められる学生を表彰候補者として、学長に推薦することがで

きる。 

 （審査会の設置等） 

第４条 学長は、前条の規定による推薦があったときは、表彰審査会（以下「審査会」



という。）を設置し、当該表彰候補者の表彰の可否について審議させるものとする。 

２ 審査会の構成員は、次のとおりとする。 

 (1) 副学長（教育・企画担当） 

 (2) 副学長（研究・地域貢献担当） 

 (3) 図書・情報センター長 

 (4) 学生部長 

 (5) その他学長が必要と認める者 

３ 審査会に委員長を置き、副学長（教育・企画担当）をもって充てる。ただし、委

員長に事故があるときは、副学長（研究・地域貢献担当）がその職務を代理する。 

４ 委員長は、審査会の会議を招集し、その議長となる。 

５ 審査会の会議は、委員の３分の２以上が出席しなければ開くことができない。 

６ 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。  

（審議結果の報告等） 

第５条 審査会は、前条の規定により、当該表彰候補者の表彰の可否について審議を

行い、その結果を学長に報告するものとする。 

２ 学長は、前項の規定による報告に基づき、表彰の可否を決定する。 

 （表彰の方法） 

第６条 表彰は、学位記授与式において、学長が表彰状を授与して行うものとする。 

２ 前項の表彰状には、副賞を添えることができる。 

３ 学長は、表彰を行ったときは、当該学生の氏名及び実績の概要を公表するものと

する。 

（その他） 

第７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。 

   附 則 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年３月２６日規程第７号） 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則（令和４年３月３１日規程第３号） 

１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の日から令和７年３月３１日までの間における改正後の第３条の

規定の適用については、同条中「学群長」とあるのは、「学群長又は学科長」とする。 

   附 則（令和６年３月２９日規程第５号） 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年１２月３日規程第１６号） 



 この規程は、令和６年１２月３日から施行する。 

附 則（令和８年２月２日規程第１３号） 

１ この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の日から令和９年３月３１日までの間における改正後の第３

条の規定の適用については、同条中「コース主任」とあるのは、「コース主任又

は専攻主任」とする。 


